
家畜伝染病予防法第３０条の規定により、全国一斉の緊急消毒が
指示されています。以下の方法で消石灰を散布して下さい。
○消毒方法：鶏舎周囲及び農場境界の消石灰散布

（幅1m、1平方ﾒｰﾄﾙ当たり0.5～1.0kg）
○消毒期間：令和２年１２月１５日から令和３年３月３１日(京都府告示第663号)


